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２ 議場における情報保障システム導入事業（仮称）について
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午後０時５９分 開会

○戸田委員長 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。

早速ではございますが、協議事件１、１２月定例会の日程（案）についてを議題としま

す。資料１を御覧ください。

これについては持ち帰り案件となっておりましたが、委員の皆様、この日程案でよろし

いでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、１２月定例会につきましては、この日程のとおりとさせていた

だきます。

ここで執行部は御退席ください。御苦労さんでした。

〔執行部退席〕

○戸田委員長 次に、協議事件２、議場における情報保障システム導入事業（仮称）につ

いて、事務局の説明を求めます。
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松田調整官。

○松田調整官 聴覚障がい者に配慮した情報保障の取組につきまして、このたびは仮称で

はございますが、議場における情報保障システム導入事業の現在のところの案について御

説明申し上げます。

このたびの御説明は、先日開催されました各派会長・幹事長会議におきまして具体的な

予算要求等につきまして御承諾をいただきました。加えて御意見もいただきましたので、

それらを加味した事業の内容を御確認いただきたいものとなります。必要な予算を１２月

議会の補正予算にて措置していただくことにより、令和８年３月議会から試行実施してま

いり、７月議会から本格実施を行ってまいりたいと考えてございます。

それでは、資料２－１を御覧くださいませ。まず、大きな１、当事業の目的でございま

す。記載してございますとおり、障がいの有無を問わず、誰もが同じように情報を受け取

ることができるよう情報発信の充実を図ってまいります。

次に、大きな２、事業概要ですが、文字表示につきましては、音声ＡＩによりリアルタ

イムで文字変換させ、新たに設置を予定してございます議場内のモニターとテレビ中継、

インターネット放送により情報発信を行いたいものと、手話通訳につきましては、手話通

訳者を派遣していただき、実際の手話通訳の映像を先ほどの文字表示と同様、モニターと

テレビ中継等で情報発信を進めてまいりたいと考えてございます。

次に、大きな３、１２月補正予算要求額についてでございます。（１）委託料につきまし

ては、鋭意中海テレビ放送さんと協議してきておりまして、①から④の委託に、前回の各

派会長・幹事長会議におきまして御意見をいただき、増設モニター２台目として⑤を加え、

各委託料を精査の上で合計が４５０万円余となってございます。（２）修繕料につきまして

は、手話通訳者撮影場所の部屋の増設費用でございまして、手話通訳者の方々とも協議を

継続しておりますが、現在のところ６階傍聴席入り口横のスペースに増設しようと考えて

ございまして、営繕課を経由した業者の見積額７８万７,０００円となってございます。

（３）備品購入費は、手話通訳者を撮影するために必要なカメラと三脚の費用でございま

す。（４）手数料でございますが、試行的な実施を考えてございます、来年の３月議会での

手話通訳者の時間給と交通費を加えた派遣手数料となります。なお、時間給につきまして

は、県内の議会への派遣につきましては一律４,２００円となってございます。

（１）から（４）までの合計が、このたびの１２月補正予算の予算要求額６２８万８,

０００円と見込んでおりまして、その財源として、交付税措置がございますデジタル活用

推進事業債を委託料と備品購入費に充当してまいりたく、県との協議に入るところでござ

います。

導入後のランニングコストについてですが、会議録完成後に修正した字幕に載せ替えて

配信する御意見をいただきましたので、委託料として３３万円を追加し、年間４回の定例

会本会議の手話通訳者派遣手数料と２４０万円と合わせまして、年間合計３００万円余と

して見込んでおるところでございます。

次に、先進地であります鳥取市議会の様子について、資料の２－２を御覧ください。鳥

取市議会におかれては、令和元年の新庁舎移転を機に、令和４年９月議会から新たな試み

として手話通訳と傍聴席字幕、インターネット字幕中継を導入されたものでございます。

１ページ目の比較的大きな写真が傍聴席用のモニター表示となってございます。２ページ
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目の写真が傍聴席の写真とインターネット生中継の写真でございまして、本市議会といた

しましてもこのような事業展開を考えているところでございます。

次に、モニター表示につきまして、資料２－３を御覧ください。１ページ目のイメージ

は、発言者の映像に画面右端に手話の映像を加えたもの。２ページ目のイメージは、１ペ

ージ目のイメージに字幕を加えたもの。そして、３ページ目のイメージは、字幕のみのも

のとなります。現在、議場内の議会事務局職員席の背面にあります既存のモニター１台に

加え、新たに傍聴席用を含め２台のモニターを増設の予定でございまして、議場内合計３

台のモニターに、それぞれの設置場所にて最適な組合せにより表示をしてまいりたいと考

えてございます。今のところ既存のモニターには１ページ目の手話を入れたものを、傍聴

席のモニターには２ページ目の手話と字幕を入れたものを、もう１台は議員にも見ていた

だけるモニターに字幕を表示しようと考えてございます。いずれにいたしましても、引き

続き当事者様のお声を伺いながら、県内各団体の状況等も踏まえつつ優先順位をつけて、

聴覚障がい者に配慮した情報保障に取り組んでまいりたいと考えてございます。

説明は以上でございます。

○戸田委員長 事務局の説明は終わりました。

委員の皆様から質疑、御意見等がございますでしょうか。ありませんか。

〔「なし」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、御意見はないようですので、こちらの内容で特段御異議がない

ようでしたら、このとおりさせていただきたいと思いますが、委員の皆様よろしいでしょ

うか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 御異議ございませんので、そのようさせていただきます。

次に、協議事件３、米子市議会基本条例の検証についてを議題といたします。本日は前

回に引き続き、米子市議会基本条例の検証を進めてまいります。

初めに、前回会派に持ち帰りとなりました第７条第１項について協議をし、合意に至ら

なかった場合は採決を行っていきたいと思います。

５ページ目をお開きいただきたいと思います。第７条の第１項、持ち帰りということで

Ａ、Ｂ、Ｃということでございますが、何か御意見ございますでしょうか。

錦織委員。

○錦織委員 うちの会派のほうで持ち帰りさせてほしいっていうふうに前回言ったと思

うんですけども、ちょっと協議しました結果、今までよりも後退しているという、全協の

時間とか回数が制限されたという、これまでよりも後退してると感じてることから、Ｃの

ままでということで、うちの会派は。

○戸田委員長 Ｃのまま。

○錦織委員 はい。以上です。

○戸田委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、採決を行っていきたいと思います。

それでは、今の第７条の第１項につきまして、Ａ評価に賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手…今城委員、岩﨑委員、奥岩委員、塚田委員、中田委員〕
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○戸田委員長 賛成多数でございますので、よって、第７条第１項につきましては、Ａ評

価と決しました。

以下、繰り返していきたいと思います。

次に、７ページ目をお開きください。第１０条の第１項について協議をしてまいりたい

というふうに思います。

よなご・未来さん、御意見ございますでしょうか。７ページの第１０条第１項。

国頭委員。

○国頭委員 書いてあるとおりなんですけども、書いてあるとおりです。政務活動費の利

用に際して、うちの会派、ちょっとずっと利用の項目等がやっぱり前から変えてないって

いうところもあったりして、当てはめるのがやっぱり難しいということで、支出を断念し

たところもありました。だから、やっぱりそのところは、時代に合ってたところでやっぱ

り調整っていうか、考えてもらいたいっていうところがあります。つくったからっていっ

て、ずっと変えないっていうのもいけないと思っておりますので、そういったところの運

用について書かせていただいております。だから、見直しっていうのも必要なんじゃない

かということでＢということでつけさせていただきました。

○戸田委員長 Ａに近いＢという、Ａに近いというような話はなりませんか。

奥岩委員。

○奥岩委員 ちょっと国頭委員さんに伺ってみたいんですけど、こちら第１０条第１項に

つきましては、政務活動費、こちら規則にのっとって適正に執行しているかどうかってい

うことだと思いますので、今、御意見いただいたお話は大事かなとは思うんですけど、Ｂ

となると、何かがあって適正に執行されてなかったっていうふうに受け止めてしまうんで

すが、恐らくこれ途中段階で支出をしようとしたけど、それは違ってるっていうのできち

っと政務活動費の規則にのっとって支出をされて、それを公開されてるってことだと思い

ますんで、こちらに関しては評価自体はＡでいいのかなと思いますし、課題についてはま

たここの分なのか、第１０条第２項のほうなのか第３項なのか、そちらのほうで付言で提

案していただけたらありがたいなと思いますが、いかがでしょうか。

○戸田委員長 国頭委員。

○国頭委員 それでいいと思います。付言ということでつけさせていただきたいというこ

とで上げさせてもらいましたんで。

○戸田委員長 ほかにございませんか。

整理しますと、今、付言事項で対象としていきたいと言いますが、今のＡ評価というこ

とでよろしいですか。

○国頭委員 はい。

○戸田委員長 それでは、皆さん、他はＡ評価でございまして、無所属の森田委員もＡ評

価ということで、Ａ評価ということでよろしゅうございますか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 次に、第１０条第３項について協議お願いしたいというふうに思います。

蒼生会とよなご・未来は検証対象外、実績なしであり評価できないということなんです

が、蒼生会さんからちょっと聞きましょうか。

奥岩委員。
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○奥岩委員 改正実績なしということで評価対象外とさせていただいてるんですけど、見

させていただきますとＡにされてる方も多くいらっしゃいますので、どちらでもいいかな

とは思うんですけど、先ほど国頭委員さんに御質問させていただいたとおりでありまして、

ここのところで今後の検討については一考の余地があるのかなっていうようなところは、

評価が終わった後ですけど、付言でつけてもいいかなと思います。すみません、ちょっと

これを、ですんで、どこまで実績があった、ないかっていうので評価をするかっていうと

ちょっと難しくてですね、すみません、対象外とさせていただいております。

○戸田委員長 国頭委員さんのほうから御意見をいただきます。

国頭委員。

○国頭委員 実績はないので評価できないっていうことを書いておりますけども、あった

のならば改正に当たってはということですけども、そういった、今回は問題提起はさせて

もらいましたけども、そういう面ではできてないので、評価できないのかＢなのかなって、

Ａとは言えないんじゃないかなとは思いますけども。

○戸田委員長 中田委員。

○中田委員 この条文は、改正をするに当たってはという条文なので、今の時点でそうい

う問題があるということは、もし、今日スタートとすると今後の話ですよね。だから、今

までのところでこの改正に当たってはという実例がないっていうところで蒼生会さんのほ

うも該当なしとされたと思うので、私はそれで本来はいいと思っております。うちはＡっ

て出しましたけど、そのケースがなかったということで、条文自体は、改正に当たっては、

改正もしするっていうことになればっていうことなので、そこら辺で条文どおりに評価す

ればいいと思いますけど。

○戸田委員長 検証対象外という。

公明党議員団、今城委員。

○今城委員 一応、Ａということには会派としてはしていますが、該当がないという意味

での対象外ということには異論はありませんので、対象外でも構いません。

○戸田委員長 日本共産党米子市議団、錦織さん。

○錦織委員 実績はないかもしれないけど、この条文そのものは別に構うことはないのか

なっていうふうに思ってＡにしたんですけどね。

○戸田委員長 同じような意見だね。

○今城委員 どっちでも。

○錦織委員 どっちでも。

○今城委員 正解ですね。どちらも正解ではありますね。

○戸田委員長 検証対象外ですね。

○錦織委員 なしって言われるんだったら、まあ別にそれでもいいですけど。

○戸田委員長 自由創政、岩﨑委員。

○岩﨑委員 私も、そうですね、実績がありませんので、特に構わんでもいい、第１０条

第１項がＡなので、そのままＡでっていう考えではおったんですが、必ずしもっていうこ

とではありません。皆さんがその実績なしだったら、これは対象外っていうことであれば、

それは私もそれは同調したいと思います。以上です。

○戸田委員長 意見が出そろいましたけど、検証対象外ということで集約できるかなと思
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いますけど、それでよろしいでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 次に、第１１条第１項、研修についてでございますが、錦織委員さんのほ

うから御意見いただければと思います。

錦織委員。

○錦織委員 実施されてることはされてるんですけども、さらに研修の場を設ける必要が

あると。議員の資質向上のためのね、全体で研修する場がもうちょっとあってもいいんじ

ゃないかなというふうに思ってＢにしました。

○戸田委員長 さらにあったがいいんじゃないかっていうことね。

○錦織委員 はい。

○戸田委員長 国頭委員。

○国頭委員 うちも同じです。やはり任期は４年ありますんで、やはり議員研修っていう

のは視察とともに必要なことじゃないかなと思ってますんで、そういう意味で書かせても

らいました。

○戸田委員長 蒼生会、奥岩委員。

○奥岩委員 記載させていただいてるんですけど、新人議員さんに対しては速やかに研修

を開催されましたので、その分だけでしたら満点の評価かなと思いますけど、全議員に対

しての開催が少し時期的にずれたことがありましたので、とはいえ、Ｂとなると５割程度

の評価になりますので、おおむね８割ということでＡなのかなと思っております。先ほど、

ほかの委員さんからも御意見がいろいろ出たんですけど、こちらの第１１条第１項につき

ましては、この基本条例の理念を議員間で共有するためにここに記載がされていて、改選

後すぐに皆さん同じ認識で議会をスタートしていきましょうというところでありますので、

全体のこの議会の任期期間中を通じての研修とかとは少しそれるのかなと思いますので、

こちらにつきましては、最初の議会基本条例に対する議会研修、議員向けの議会研修とい

うとこで理解しておりますので、そちらのほうで協議していただけるとありがたいなと思

います。

○戸田委員長 ほかに御意見ありませんか。

錦織委員。

○錦織委員 これが新人議員に対する研修ということに限定されてるものであれば、され

てますねっていうことでＡにはなるんですけども。その、ただ（研修）っていうふうにな

ってるんで、どういう意味でしょうかね、これは。どういうふうに理解したら、議員の任

期が開始した後にこの条例の理念を早く知らしめるという、理解してもらうということで

あって、新人議員研修会っていうことに限定されているんであればＡですねっていう感じ

ですね。

○戸田委員長 中田委員。

○中田委員 この条例は、任期が開始した後ですから、改選後、速やかにっていうことで、

例えばこの条例が設置されて以降、もう既に任期中であった人が新たに選挙を、その次の

選挙によって、要は新人ではない状況の時点で、この共有化、この条例についての認識が

できてないっていうことであれば、その人は出席したほうがいいとは思うんですけど、で

も認識は、条例に対しての認識がはかれてあれば、新たに来られた議員さん、議員になら
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れた方が認識を共有するっていうことでいいと私どもは受け止めて、それはもちろん、例

えば研修会開いたときに出席を拒むものではありませんが、この条例の目的は、その条例

をきちっと認識してもらって、全員、皆さんがその認識について共有するっていうことが

目的なので、そういう面からは、もしできてないっていうんだったら、であれば、そもそ

も今、議論してますけど、今あるこの条例が認識がばらばらっていうことを認めるような

話じゃないですか、って私は思いますけど。私はそうは思っていない。

○戸田委員長 ほかに御意見ありませんか。ありませんか。

〔「なし」と声あり〕

○戸田委員長 そうすると、おおむねできておるんではないかというような形の御意見だ

ったかというふうに思いますが、今、錦織さんもＡ評価ということに歩み寄りたいという

ような御意見だったかというふう理解しますけれども、国頭委員はどうでしょうか。

○国頭委員 いいです。

○戸田委員長 いいですか。

そうしますと、意見が出そろいましたけど、Ａ評価ということでよろしゅうございます

でしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 次に、第１１条第２項、御協議いただきたいと思います。

それでは、書いておられるところですので、錦織委員さんから御意見いただければと思

いますが。

○錦織委員 私たちが今、議員研修するときっていうのは、大体４市の議会の研修ってい

うのが大体毎年あるんですけど、それ以外にたまに研修っていうのをね、議会として、こ

の米子市議会としてするっていうことがちょっとないんじゃないかなというふうに思って、

さっき第１１条第１項でちょっと私がないんじゃないかっていうふうに述べたってのは、

こっちのほうにむしろ当てはまるのかなと。研修機会をもっとしたほうがいいと思います。

令和７年度では、５月にこの議会のハラスメント研修を実施したことはしたんですけれど

も、そういった感じでもっと積極的にいろいろとしたほうがいいということからすると、

現状ではＢかなというふうに思っています。

○戸田委員長 もっと積極的にやらないとということですね。

よなご・未来、国頭委員。

○国頭委員 同じような考えです。共産党さんが米子市独自のハラスメント研修を実施し

たというのは、まあまあこれもいいことだったと思います。こういった研修もはじめ、や

はり４市だけでなくて、やはり講師を招いて、米子市の重要案件であるものに対してだっ

たり、適宜そういったものは設けていくっていう環境整備っていうのは必要なんじゃない

かなと思っています。ということでＢにさせてもらってます。

○戸田委員長 ありがとうございます。

蒼生会、奥岩委員。

○奥岩委員 Ａ評価にさせていただいております。恐らく、これが錦織委員、国頭委員さ

んがおっしゃってＢ評価にされてるのの基準と、うちの会派のほうで話をして最終的にＡ

評価になった基準のところが、求めるところがちょっと違うのかなと思いながら、こちら

の条文見させていただきますと、研修の強化及び充実に努めるものとするとありますので、



－8－

それが年１回、今年度に関してはプラス１、プラスアルファがあって、任期中に年５回の、

４市議会研修と米子市独自の合わせて５回の研修を開催したっていうのが、この条文に対

して８割ぐらいできてるんじゃないかっていうののＡ評価にするのか、それとも、いやい

やもっと年に２回、３回、４回、５回、毎月、毎日はちょっとあれですけど、いっぱい開

催したほうがいいんでないかっていうのでＢにされてるのか、ちょっとその辺が分からな

かったので、もしよろしければ国頭委員、錦織委員さん、どれぐらいの頻度で開催をする

とこれがＡ評価に近いっていうイメージを持っておられますでしょうか。

○戸田委員長 という御意見ですが。

中田委員。

○中田委員 今、奥岩委員のほうから、どれぐらいの頻度でっていう話もありましたけど、

どのような研修ということも含めてお答えいただければと思いますが。

○戸田委員長 国頭委員。

○国頭委員 さっきもちょっと言ったんですけど、やっぱりその当面の米子市で直面して

る、全協であったり、そういった米子市の重要政策についてのっていう、回数っていうの

はあれですけどね。年１回とか、年１回の４市と同じぐらいあってもいいじゃないかなっ

ていう感覚はありますけども。

○戸田委員長 錦織委員。

○錦織委員 私は、４市とは別に米子市議会独自の研修は最低でも１回はしたほうがいい

なというふうに思います。その都度その都度、何にするかっていうのは対応、その時々の

重要案件っていうこともありますし、それから、ともすれば大きい会派の主張される内容

になってしまうんですけれども、やっぱり議会運営っていうのはそういうものではないと

思いますので、本当に、市民が求める議会の在り方とか、そういうことでのいろいろ市長

経験者だとか、そういう人たちのことも交えて何か研修できればいいなっていう思いはあ

ります、米子市議会として。

○戸田委員長 奥岩委員。

○奥岩委員 この研修で悩ましかったのが、能力の向上のための研修でして、それをどう

いった研修をしてどういった能力を議会として高めるんだっていうところがありますので、

それを高頻度でやっていって能力を高めていくのか、それとも、４市議会の分と今年度、

繰り返しになりますけど、独自でやった分みたいな形で高めていくのかっていうところと、

あと、会派内で協議するときに少し難しかったのは、能力じゃなくて知識を深めるためで

言いますと、先ほどの政務活動費を使って研修を受けさせていただいたりですとか、先進

地事例を見に他の自治体さんに行かせていただいたりとかっていうところがありますので、

なかなかこれがどこにつながるのかなっていうのも思いながら、最終的には４市議会研修

を通して年に１つずつ、１つなのか複数なのか、スキルをアップしつつ、今年度に至って

は独自の研修もさせていただいたので、能力向上はしっかり議会としては図ってきてるん

じゃないかっていう形でＡ評価にさせていただいております。もうちょっとこのスキルが

要るんじゃないかとか、こういった能力が議会には求められるんで、全体的にボトムアッ

プで底上げを図ったほうがいいんじゃないかっていうのがあれば、Ｂ評価とかっていうの

もあるかなと思うんですけど、現状、最後の４年目になってきまして、見させていただき

ますと、おおむね８割程度っていうことでＡ評価でいけるんではないかなと考えておりま
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す。

○戸田委員長 中田委員。

○中田委員 ここの条文っていうのは研修っていうことについて触れてる条文ですよね。

この第２項は、議会は議会として議員の政策の形成及び立案に関する能力の向上を図るた

め、はっきり書いてあるんで、議会は多様性が前提としてあるので、その具体的な政策と

いうことになると、そこの違いが出て当たり前のとこなので、例えば、ハラスメントのよ

うに社会的に共通して一致できる項目ある場合は、その政策っていうのの一致を図ってい

くことは比較的できるかもしれませんけど、ここで書かれているのは、政策の形成及び立

案に関する能力の向上って書いてある、を定めた条文ですよね。そのために、向上を図る

ために、能力を、議会として研修をしましょうよっていう条文じゃないですか。読んだと

おりですよ。だから、例えば、じゃあ今、共通してこの政策立案能力はどういうことでな

かなか発揮できてないのかっていうような研修をするかしないかで、さっき奥岩さんも言

われたように、個々の政策論で今、少数、多数っていう話もありましたけど、それは視察

や各会派でのいろんな研修機会や調査機会を持っているんで、そこで保障されている中身、

知識もそうですよね、さっき奥岩さんが言われた。だから、ここで言われてるのは、例え

ば、今もずっとこの条例を審査しながら私は感じてますけど、法や条例に対する知識の不

足だとか、組立てだとか、そういった基礎基本を勉強しといたほうがいいんじゃないです

かとか、例えば。そういった研修機会、共通して、議会が各議員共通して能力の向上のた

めに設けるっていうことで私は理解したので、そういう面では正直言って私どもはＡとい

う評価をしましたけど、限りなくＢに近いＡです。

○戸田委員長 いいですか。ちょっと待って、国頭委員、手挙げてた、先に。いいですか。

○国頭委員 ちょっと奥岩委員の蒼生会さんがいろんな話を聞いてて、うちはＡでもいい

んですけども、ただ、やはり蒼生会さんが書かれた、やっぱり４市だけでなくて単独の米

子市の議会だけでの研修ってものは、ハラスメントみたいなのもしましたけども、そうい

った様々な研修っていうのは必要だっていうことを付言してもらうっていうことだったら、

Ａでもいいのではないかなと思ってますけど。

○戸田委員長 今城委員。

○今城委員 評価はもちろんＡですし、ですので、それはそれでいいんですけど、先ほど

来の皆さんの御意見を聞いてというか、もっともと思いつつ、前回の基本条例の検証結果

の報告書の中の付言事項の（２）っていうところがあるんです。この（２）のところって

いうのが研修のところが出ているところで、この（２）のさらに第２項についてはってい

うふうに書いてあるところっていうのが、能力向上を図るためのみならず時代に即した研

修内容、実施回数についての研修の在り方を検討すべきであるっていうふうに付言してい

るけど、この４年間一つもしてなかったわけです、現実的なことを言うと。要するに、そ

こが一番の問題なのであって、現状の条例に対してのことは、いつも立ち返るのは、現状

の条例に対してどうですかっていう検証を今しているわけなので、という意味ではＡです

よねっていうところにはもちろんそうなってくると思うんですけれど、まず一つの課題と

して、今ずっと議論してる中の課題として、この４市議員研修をやりましたという研修と

して本当に扱うべきなのかどうなのかっていうところも一つの課題が今、実は出てきてる

んじゃないかなって思うところと、もう一つは、じゃあこの前回の付言も含めて、この議
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員研修の、議員の政策の形成、立案能力っていうところに対してとか、または議会運営と

いうようなことも含めてっていうところであると、やっぱりここら辺のところの研修の在

り方やどんな内容をするのかっていうところは、やっぱりしっかりと次に決めるのか、年

に１回なのかどうなのか分からないけれど、少しきちっとした形で次に送ってあげらんと

いけんのではないかなっていうのは、これはまた付言にするのか、それとも条項の課題に

するのかはちょっと分からないんですけれども、今後のことなので。ちょっと一つ、やっ

ぱり我々が責任持って、もう８年もやってるのに、この前回が４年やってこの付言があっ

て、こっちこの４年やって一つもやってないっていう、このことについてやっぱり責任を

取らんといけんのではないかなっていうのを感じているところです。

もう一つは、前回だったのか前々回だったのかちょっと覚えてないんですけれども、い

ろんな御意見があって、付言の中に物語、文章として出てるかどうかあれですけども、い

ろんな意見があった中で、やっぱり議員として議会を運営し、議会でいろんな能力を発揮

していく基本は、地方自治法であったりとか、それから公職選挙法であったりとかってい

う、我々がきちっと知っていて当たり前で、また守っていくべきものっていう上位法につ

いてのことが、あまりにも知らなさ過ぎるのではないかっていうところが話題にもなった

ところがあったので、そういう意味では、次に送るときに、そういうところもしっかり研

修していくべきだっていうところは、何か、そこなくして学びを幾らしてもあんまり意味

がないっていうか、元に戻っちゃうみたいなような感じになるのではないかなっていうこ

とをちょっと感じているところです、今。ただ、検証については、うちは結局、条文につ

いて条例についてどうなのかっていうことなので、皆さんの懸念と同じものはあったとし

ても判断としてはＡということに今、揺るぎはないって言ったら変ですけど、変わりはな

いのでということで。議論のために一言言っておきましたっていう感じで言わせてもらい

ました。以上です。

○戸田委員長 ほかにございませんか。

錦織委員。

○錦織委員 最初の頃に４市の議員研修、それにほかにまだ何回やったらいいんですかと

かっていうような聞き方をされたんですけれども、私この第１１条第２項っていうのは、

別に４市研修だけで事足りるもんじゃないっていうふうに思いますし、だからこそ付言、

研修の在り方を検討するっていうことも前回のあれで出たというふうに思うので、そうい

うことに対してＡでいいんですかっていう、Ａ評価でいいんですかっていうのはあると思

います。だからＢにして、何か早くこれを具体的に検討するっていうことに入ったほうが

いいんじゃないかなっていうふうには思います、意見としては。

○戸田委員長 奥岩委員。

○奥岩委員 今、錦織委員さんからと、先ほど中田委員さん、今城委員さんからもいろい

ろ御意見伺っておりまして、評価的には悩ましいところでＡで出させていただいてるんで

すけど、もろもろ勘案したりですとか、今後の議会運営のことを考えるとここは、先ほど

錦織委員さんおっしゃられたとおりＢ評価とさせていただいて、様々な課題、今、皆さん

からいただいてたような課題を付言でしっかりと申し送らせていただいたほうがいいかな

というふうに考えますんで、うちは、うちはというか、私はＢでもいいんではないかなと

思います。あとは、塚田委員さんがどう考えられるかだとは思いますが。
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○戸田委員長 塚田委員。

○塚田委員 うまいこと振っていただいて、私もＢ評価でいいかなと。皆さんの意見を聞

きながらちょっと思ったところがございます。やはり１回だけでは研修にならないなと。

もう何回か研修もしないといけないだろうというところと、前回の４年前にもそういった

付言が出てるんであれば、やはりやるべきだと思いますので、これはＢ評価にさせてもら

って、俎上に上げるというのは一つの手だと思います。

○戸田委員長 岩﨑委員。

○岩﨑委員 いろいろ委員の皆さんのお話も聞いておりまして、条文に対して我々はＡだ

と思ってはいたんですが、やはり前回の付言事項にもあったように、この４年間を照らし

合わせてみて、じゃあ本当にそれが正しくできてたかっていうと、改めてちょっと考えて

いるところでございます。したがって、今回Ｂ評価でという委員の皆さんの御意見も踏ま

えましてＢ評価にして、しっかりと次回に送っていくというような考えでよろしいんじゃ

ないかというふうに思いまして、切り替えたいと思います。以上です。

○戸田委員長 ほかにございませんか。

そうしますと、意見が出そろいましたけど、Ｂ評価というふうな意見が多かったようで

すが、そういう形でよろしゅうございますか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 それで、御相談ですけど、付言事項としてまた検討していくという内容で

よろしゅうございますでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 国頭委員。

○国頭委員 付け加えさせてもらって、先ほど今城委員も、付言が前回あったっていうの

をやっぱり、それも踏まえて検証のときに書き込む等々、何かしながらやっていくべきじ

ゃないかなという思いはあります。

○戸田委員長 また協議しましょう。

それでは、第１１条第２項につきましては、Ｂ評価ということでよろしくお願いしたい

と思います。

次に、第１１条第３項について御協議いただきたいと思います。

先に、よなご・未来の国頭委員さん。

○国頭委員 前項と同じように書いてしまってますけども……。

○戸田委員長 同じだね。

○国頭委員 やっぱり、前も言いましたけど、専門的な知識を有する者の意見を聞くって

いうのはやっぱり必要だと思います。そういった意味で、何回も出ますけど、ハラスメン

トっていうのも専門の方が来られて研修を受けたわけでありますけども、こういった研修

っていうのは積極的にやっぱり開催すべきだということで書かせていただきました。

○戸田委員長 日本共産党米子市議団、錦織委員。

○錦織委員 第２項と重なるような感じなんですけれども、私もこれは、様々な分野にお

ける専門的な知識を有する者の意見を聞くということであれば、じゃあどんな分野ってい

うことを今言われると即答はできないんですけれども、やっぱりその研修を増やす機会を

持つべきだということでＢ評価にしました。
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○戸田委員長 ほかにございませんか。

奥岩委員。

○奥岩委員 先ほどの第１１条第２項のところでＢと変更させていただいておりますの

で、ちょっとこちら第３項のところ、第２項がＢ評価ですので、その上で、かなりエキス

パートの方に来ていただいて専門的な研修をずっとしてきましたよっていうのも分かるん

ですけど、それでＡ評価というよりは、第２項と合わせてＢ評価へ変更させていただきた

いと思います。

○戸田委員長 Ｂ変更ね。

信風さん、どうですか。中田委員。

○中田委員 信風ではなく、中田として答えさせていただきますが、委員ですので。ここ

の第３項は、明らかに第１項は第１項でその条文の目的の意味があります。第２項とは違

う中身をここで出している中身で、この専門の知識を有する、聞くような研修機会に要は

努めるっていうことで、先ほど来出てる研修機会そのものがなかったというか、そういう

専門性のね。ただし、この専門性というのはどういう方の専門性を聞くのかというところ

は、議会として取り組むときには、そこはある程度一致して協議して合議を経て、合意を

得て専門性というところをピックアップしなきゃいけないと思います、決めていくってい

うことになると思いますんで、なかなかここんところも普通の政策論が入り込むと難しい

とこだとは思います。ただし、この条文どおり、開かれたか開かれてないかっていうこと

になると、その機会に恵まれなかったのか、現実的には開かれてないということなので、

要は「充実に努めるものとする」なので、努めようと努力したかしてないかっていうこと

だと思う、評価はね、評価の仕方はそうなると思うんですよ。そうすると、そこら辺のと

ころはちょっと抜けておったのかなという気はしますね。ですから、うちはＡでは出して

ますけど、私はこれもＢでもいいんじゃないかなという気はします。ただ、そういう専門

性を求めるような共有化が図れるような題材が、ある程度コンセンサスが取れるような状

況があったかどうかっていうと、それ自体があんまりあったとは正直思ってないので、そ

こがＣにはならないというとこです。

○戸田委員長 岩﨑委員。

○岩﨑委員 やはり、第２項で議論したとおりで、実際この４年間を振り返って、できて

るかできてないかっていうことで、してなかったというのが実態であります。第３項につ

いても、してないのであればもうちょっと研修の充実に努めたかっていうとそうでもない

っていうことにもなると思いますので、やはりＢ評価でっていう御意見が出ましたが、私

どももそちらに近いところだと思っておりますので、Ｂ評価で構いません。よろしくお願

いします。

○戸田委員長 そうしますと、ほかに御意見ございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○戸田委員長 意見の集約化を図らせていただきたいと思います。Ｂ評価が多数でござい

ましたが、Ｂ評価ということでよろしゅうございますでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 そうすると、第１２条、御協議いただきたいと思います。

（「うちからがいいですね。」と奥岩委員）
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奥岩委員。

○奥岩委員 こちらＡ評価にさせていただいておりますが、先ほどの第１１条第１項です

とか第２項のところと重なるようなところもあるんですけど、議会図書室の充実に努める

ものとするというとこで、努力義務の条文になっておりまして、この充実がどのぐらいか

なっていうとこで、記載させていただいたんですが、形式上、議会図書室はありますよっ

ていうとこで資料等も置いてはいただいてるんですけど、その充実の度合いがどのぐらい

というとこで皆さん認識しておられるかによって、うちはＡ評価というふうに出させてい

ただいておりますが、これがまだまだ足りないんだろうっていうところであればＢ評価で

もいいのではないかと考えております。

○奥岩委員 続きまして、国頭委員。

○国頭委員 なかなか過去のものも新しくということで、古くなった本もやっぱりいつま

で置いてるっていうこともありますし、新しく買うっていう、予算のこともあるんでしょ

うけども、やっぱり私も蒼生会さんが書かれてる議会図書室について、機能と在り方につ

いて検討すべきっていうところは納得いくんですけど、そういった、それの前に、やっぱ

り議員が、うちが書いてる、やっぱり希望するような、雑誌も含めて、やっぱり意見を聞

いて入れてもらうっていうことも、機会も必要なんじゃないかということでＢとさせてい

ただきました。

○戸田委員長 中田委員。

○中田委員 私は、ここは、何ていうか、議会の図書室なので、何でもかんでも希望する

ものを取り寄せるのとはちょっと違うんじゃないかって思ってます。それは政務活動費で

も使えるので、そっちのほうで実際私どものほうは購入したりとかしてますし、私どもが

Ｂにしたのは、蒼生会さんが後段のところで書かれてる、まさにそのことがちょっとあっ

て、今、学校図書なんかでも図書の書籍の充実だけではなくて機能、要するに調べ学習、

学校でいえば調べ学習のための機能、そういったことの問題意識がちょっとあって、取り

あえずいろいろ調べたいときに、例えばここでも私ども書いてますけど、例えばｉＪＡＭ

Ｐのようなものとか、あるいはデジタルデータ的なものだとか、そういったものの扱いが

今後は必要ではないか。今までの充実で順次いろいろ書籍も入れていただいてはおります

けど、例えば、この間、この議運なんかにも関係する部分で、委員長、副委員長とかのそ

ういった議事運営に関することなんかでも、例えばですけど、行政が出してる「議長・委

員長必携」なんていうのは、もう今は出てないんですよね、最新版っていうのは。それで、

数年前の分は、例えば書籍はあって、結構分かりやすく書いてある本などもあって、そう

いった議会運営に関わることだとか、そういった、かつてはもっと７分冊とか１１分冊ぐ

らいになったものが、同じようなものがあったんですけど、要は個々の経験則で引き継ぐ

だけではなくて、そういった議会運営のノウハウだとか事例だとかをきちっとこうやって、

年度替わりで委員長なんかも替わったりもするので、読めるような書籍をきちっと整備し

ておくだとか、そういった本来の議会機能をきちっと維持向上させていくための書籍って

いうところでは、ちょっと十分ではないんじゃないかなという気で私どもはＢという評価

をしました。

○戸田委員長 錦織委員さんはＡ評価ですけども、御意見がありますか。

○錦織委員 すみません、ちょっとうち、恥ずかしい話ですけども活用していないので、
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今の状況で予算化もされてるので、新規入替えをするとか、そういったことは適宜やられ

てるということであればＡというふうに思いますけど、さっき中田さんが言われたように、

やっぱり今の時期に、時代に即したやり方っていうのがやっぱりあると思うので、そうい

うものに対応するっていうことではＢ評価かなっていうふうに思っています。

○戸田委員長 そうしますと……。

今城委員。

○今城委員 コメントっていう形で書いてませんでしたので、一応申し上げておいたほう

がいいかなと思っているとこなんですけれど、前回の評価のコメントがあるんですけれど

も、前回の評価のところの第１２条のところの後半部分のところでいきますと、単に図書

購入だけではなく、ちゃんと予算化してもらってますよっていうことがあった上で、単に

図書購入だけではなく各種のデータベースを共同で設置して閲覧できるなどの、議員がさ

らに活用できる図書室とする必要があるんだっていうことを評価の内容としてのものがあ

るんですね。まさに皆さんがおっしゃって、また中田委員さんがそういうふうにおっしゃ

ったことがそれ全てであって、という意味でもＢなんですね。もっと言えば、ここに信風

さんのほうから出ているｉＪＡＭＰの件ですとか、あと交通センサスだとか経済センサス

だとか、我々が本当にデータとして、当局と対峙するっていう意味でも、本当にデータと

してのエビデンスがきちっとなってますよっていうところを上げた上で、議会質問なり委

員会でのやり取りなりっていうことができるようなものが実はないといけないのではない

かなっていうのをいつも思ってるところで、それを何となくいろんなとこからそろえたり、

人に聞いたりみたいな感じでしたりしてるけども、それは悪いことではないけれども、我々

が本当に胸を張ってきちっとできるっていうためのサポートとしてこの図書室であり、そ

の図書は本というよりもそういうものがきちっと手に入るっていう体制を整えるっていう

ことのほうが今後、今も今後も必要なのではないかなっていうような気がしています。そ

ういう意味でのことがなされてないなっていうところと、前回これの評価にそういうふう

にあってるけど、これもまた何も手つけてなかったよねっていう、議会側、我々がこんな

ものが要るっていう予算措置みたいなことをしなかったっていうこともあると思うんです

けど、そういうところを踏まえてのＢですというところです。

○戸田委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○戸田委員長 そうしますと、意見集約を図りたいと思いますが、ほぼＢということでご

ざいますが、第１２条についてはＢ評価ということでよろしゅうございますか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 これ付言事項の対象か何かでいいですか。

今城委員。

○今城委員 どちらにしても、各項目の中で、前回の評価を見ていただけば分かると思い

ますけど、大体ＡであるとしたとしてもＡである理由とか、Ｂである理由だとかっていう

ことをきちっと評価内容として書いてると思いますから、評価内容をどちらにしても協議

しますよね。その中でこれ絶対付言として送っとかないけませんよねってことなのであれ

ば、それは付言事項ということにもなるのかなと思いますけど、まずは取りあえず評価の、

各評価に対する評価内容のところをどうするかを今後検討の中で議論すればいいかなと思
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います。

○戸田委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、第１２条につきましてはＢ評価ということで、よろしくお願い

したいと思います。

次に、はぐっていただきまして、第１５条第１項、御協議いただきたいと思います。

奥岩さんからいきますか。

奥岩委員。

○奥岩委員 これほかの条文のところでも専門の何か動向っていうのがあったような気

がするんですけど、Ｂ評価とさせていただいたところについては、記載させていただいて

るとおり、体制整備について協議・検討が必要であるのではないかなっていうところと、

あとは、今は事務局の職員さん、人数そろってるような状態ですけど、そもそものこの事

務局体制がしばらく、かなりタイトな状況が続いておりましたので、その辺も踏まえてＢ

にさせていただいております。

○戸田委員長 次に、国頭委員。

○国頭委員 これは、書いてあるとおり、Ｃと厳しめに書いてありますけど、専任の法務

担当さんはいないということ。調査担当の職員さんも、２人だったかな、まだまだお忙し

い中、職員さん、頑張っておられると思いますけど、そういった面では、ほかの議会から

しても、最近はちょっと人数が増えたかなと思いますけど、過去も少ないなという感じ、

同等の市から見たら少ないなと思ってましたんで、そういった面では、もう少し増やして

もっていうところの感覚で、厳しくＣとしてしまいました。Ｂでも構いません。

○戸田委員長 次に、錦織委員。

○錦織委員 私は、本当に事務局の体制がやっぱり弱いというふうに思います。何ていう

か、県議会のときに行ったときに、すごい体制が充実してて、いろいろ様々な調査とか何

かも一緒にやってもらったり、とっても、それでまた事務局の人もやっぱり能力もだんだ

ん、だんだんっていうか、高いし、私たちもそれで学ぶこともできるしっていうことで、

すごい助かったんですよね。やっぱり米子は忙しいし、あっちも忙しいと思うんですが、

少ない人数でよくやれてるなっていうふうに思っていまして、やっぱり議会運営をきちん

とするためにも、今の体制ではもうてんで足らないっていうふうに考えてまして、充実さ

せるべきだということからすると、Ｂ判定かなというふうに。

○戸田委員長 中田委員どうですか。

中田委員。

○中田委員 私、ここんとこを実は悩んで、Ａにはしてるんですけど、非常に悩んだとこ

ろだったんです。というのが、条文のほうが、政策立案機能の向上に資するようにって書

いてあったので、この政策立案っていうことに資するっていうことになると、これは体制

の整備の仕方が全然、要は強化の規模、規模というか、レベルが違ってくるっていうこと

もあって、それから、もう一つは、先ほど来ちょっといろんな条文のところでも言いまし

たけど、立案っていうことになると、基本的に自己研さんというか、自分で習得しておか

なければならない前提の知識、能力、能力って言うと語弊がありますんで、知識が必要で、

さっき言った法や条例に関する知識だとか、単純にそこを抜きにして、職員だけがいれば
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例えば条例がつくれるかっていう、そんな甘いものではないので、ここをどう考えるかっ

ていうふうで、実は悩んだんです。

それで、立案っていうところにちょっとこだわった形で私はＡにしたんですけど、これ

は調査も含めてということであれば、調査機能としては、私はその余裕は今の事務局にな

いと思ってますし、少なくとも、例えば私が一番今長くなってますけども、この２６年間

の中で、自分がかつての議会事務局に調査依頼をした経験がかつては何遍もあるんですね。

そういったことを今頼んだら……。いや、能力がないからできないんじゃなくて、こなせ

れるかなというようなことは、ここにもかつての私が頼んだ頃におった職員さんもいます

けど、それはちょっと今では厳しいんじゃないかなと思うところも含めていれば、Ａでは

出しましたが、Ｂ判定かなという気がします。

○戸田委員長 Ｂ。

次、岩﨑委員。

○岩﨑委員 この条文をもう一回じっくり考えてみまして、議会はその事務局体制を整備

するものとするとなっているんですよ、条文が。これ悩ましいなとちょっと思ってまして、

市役所全体の人事のこととか、各部各課の全体のバランスとかもいろいろあるでしょうけ

ども、体制整備の目的はやっぱり政策立案向上に資するようとなってますので、やはりＢ

のほうがいいのかなと、今、実はちょっと思ってるところでございます。条文からしたら、

どっちなんだろうなと思うんですけども。

Ａとは書いてございますが、Ａと一応申し上げたんですが、これもやはり皆さんの御意

見のＢというところにしても、これはこれでいいと思ってはいます。以上です。

○戸田委員長 今城委員は何か。

○今城委員 一応対象外という形に線を引いております。なぜそうなのかっていうと、人

数の問題っていうのはとっても、今はまだ充実してますが、これ検討したりとか、年度当

初とかみたいなときには、本当に大変よねって思うようなことがいっぱいあるっていうこ

とや、そこはありました。ただ、なぜゆえに、じゃあ、対象外にしたのかというと、この

事務局の人事権はどこにあるかっていうと、実は議長にあるんですよね。議長が、あの人、

この人、この人、この人って言って、定数の問題もあるんですけど、じゃあ、その人をお

願いしますねって当局側に言ったとして、それが分かりましたって言って、その人を配置

できるのかっていうと、それできない状態なんですよねっていうのは、先ほど言われたよ

うに、全体のことも踏まえてっていうことになってしまって、人事権があるようでないっ

ていうところがやっぱり、これは議会側としては苦しいところだよねっていうことを踏ま

えての、実は、そういう状況なのに評価できないよねっていうつもりで評価できないって

いうことにしたんですけれど、現実的にそこなんじゃないでしょうかねっていう意味で。

条文に対して我々ができる範囲っていうのが、とてもできない状態になってるんじゃない

ですかっていうことを踏まえてのところなんです。

ただ、皆さん、先ほどの御意見として、やっぱりこの１行目のところの政策立案機能の

向上のために人事も含めての体制整備をするんだっていうことであれば、我々もちょっと

そこら辺のところを積極的に当局と、交渉というと言い方おかしいかもしれませんけど、

話をするっていうことは、もしかしたら必要だったのかもしれないと思ったり、もう少し

強硬にしてもよいのかなって。議会側の様々な能力とか、実際問題、議案とかをきちっと
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検討するっていうためにも、必要な人事なんだっていうことをきちっと本当は言うべきだ

ったのかもしれないということを反省も含めて、皆さんがおっしゃっていたＢ評価ってい

うことは非常に納得できるところですとは思います。

○戸田委員長 そうしますと、皆さんの御意見いただきましたけれども、Ｂ評価というよ

うな御意見が多数でございますが、この第１５条第１項につきましては、Ｂ評価というこ

とでよろしゅうございますでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 ありがとうございます。

次に、続きまして、第１５条第２項に移りたいと思います。

御協議いただければというふうに思いますが、今度は錦織委員さんから御意見いただき

たい。

○錦織委員 実績がないので、どのような活用ができるのかっていうのをやはりよく考え

て検討すると、活用を図らないといけないということで、Ｂということにしました。本当

は、実績がないんだったらＣということになるかもしれないですけども、活用を議会とし

てあんまり考えてなかったということであれば、Ｂとして、積極的に活用するよう検討す

べきだということをもちまして、Ｂにしました。

○戸田委員長 次に、中田委員。

○中田委員 私どもはＢにしたんですが、それはなぜかというと、その前の、先ほどの議

論しました議会事務局の体制整備っていうところの評価に基づいて決めるべきことだなと

思ったので、そうなると、まず、基本的に事務局の体制があって、その上で専門性ってい

うのが必要だというところで、ただし、世の中も専門性求めてるのは事実で、ただ、それ

を議会っていう場所で、今、この米子市議会の事務局に、議会にどのような専門性を持っ

た人が必要なのかというところの議論自体が不十分ということで、それは例えばＤＸなの

か、それとも法務なのか、そういった、どういう専門性が求められるかっていうところが

不十分な背景の中で、こう考えるとＢなのかなということです。

○戸田委員長 ありがとうございます。

国頭委員。

○国頭委員 実績というところで、多分、議会事務局さんが実績なしということでやられ

たと思うんですけども、やっぱり、ここ書いてありますように、専門知識、研究機関、大

学等のっていう、そういったところとの何かパイプをつくっていくっていうのが、まずは

何か必要なのじゃないかな。先ほど中田委員言われたように、法務だったら調査課とか、

そういったとこに頼るのかもしれないんですけど、そういった体制づくり、いわゆるそう

いった困ったときに聞けるようなところの体制づくりっていうのをぜひつくってもらいた

いなっていうところも含めて、実際のところは実績ないっていうことで、Ｃということで

させていただきました。以上です。

○戸田委員長 そうすると、次は、奥岩委員。

○奥岩委員 これ未達かなということでＣにさせていただいたんですけど、先ほどの錦織

委員さんのお話ではないんですけど、この条文のとおり、活用を図るものとするというこ

とで、活用に対してもう全然何もしなかったっていうわけではないかと思いますね。完全

未達のＣというよりは一部達成ということで、Ｂ評価に変えさせていただきたいと思いま
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す。

○戸田委員長 岩﨑委員。

○岩﨑委員 これは、やはり第１項とも関係をしてると思いまして、第１項が実績なしの

Ｂということでありまして、実績なしのＢ、政策立案能力の向上を資するようにさらに研

さんするということでＢ。第２項は、今度はさらに体制を整備するために外部からの知識

も得るようにということで、実績はないんですが、やはり評価としては第１項と同じＢと

いうことになるんじゃないかなと思いました。以上です。

○戸田委員長 今城委員、いかがですか。

○今城委員 いいです。

○戸田委員長 いいですか。

そうしますと、よなご・未来の国頭さんがＣなんですけど、あとはＢという評価でござ

いますが、国頭委員。

○国頭委員 Ｂでいいです。

○戸田委員長 そうしますと、意見集約を図らせていただきたいと思います。皆さん方、

Ｂ評価ということでございますが、Ｂでよろしいでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 ありがとうございます。

そうすると、第１５条第２項はＢということでよろしくお願いしたいと思います。

次に、最後になりますけれども、第１６条第１項について御協議いただきたいと思いま

す。

国頭委員、お願いします。

○国頭委員 会派の中でもあったんですけども、議会がつくった条例、これの検証ってい

うのも、ここではやってますけども、市民に一回やっぱり諮ってもらうっていう機会もあ

ってもいいじゃないかという気はしております。そういった意見も会派ではありましたの

で、やはりまたこういったこの公表が、検証をやっぱり積極的に公表していくっていうも

のの周知っていうのはもっとすべきではないかなと思っておりますんで、Ｂとさせていた

だきました。

○戸田委員長 今城委員。

○今城委員 すみません、ここをＢにしていましたが、私のノートのところではＡでした

ので、記載ミスがあると思います。

○戸田委員長 Ａですか。

○今城委員 はい。ただ、今、これ目的が達成されているかどうかの検証をして、結果に

ついて公表するっていうふうになっていまして、ですので、ある意味でいうと、今、検証

をしっかりやらせていただいていますという現状と、前回もですが、きちっとした検証結

果が出たものについてはホームページで公表を全てしていますし、それについての御要望

なり御批判なりというものがあったとしても、それはきちっとした形で受け止めていたは

ずだと思いますから、そういう意味では、条文として書かれているものに関してはきちっ

とやってるんじゃないのという、やっている過程ではあるんですけれど、今、半分は、と

思っているので、すみません、Ｂと書いてましたが、これはミスで、Ａです。

○戸田委員長 Ａでね。
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○今城委員 ただ、対象外になったとしても、これは仕方がないというか、過程ですとい

う意味では、そういうふうに思われてるとしたら、それはそうかもしれないとも思います

が、前回もきちっと公表しているという意味で、やることはきちっとやっているのではな

いかなというふうに評価しています。以上です。

○戸田委員長 中田委員。

○中田委員 今、今城委員も言われましたけど、この条文が指している、検証をして、そ

の結果について市民に積極的に公表するっていうことだったので、この対象となってる事

例は前回しかない。そうすると、前回のものは公表されているので、検証して。次のこと

はまだ今検証中なので、前回の事例からいえば、公表されているということで、検証し、

公表されているということで、Ａにいたしました。

○戸田委員長 ありがとうございます。

国頭委員。

○国頭委員 ちょっと追加で、すみません、公表は公表で、それについてはしてるってい

うことでいいのかもしれないですけど、その先に、意見としては、会派の中では、公表し

てるホームページ等にやっぱり市民からの意見っていうものもしっかりと伺うべきである

っていうことはありました。公表の仕方も、議会報告会みたいなところでも、逆にやって

いくべきじゃないかっていう意見もあったということは付け加えさせていただきたいと思

います。

○戸田委員長 次に、じゃあ、奥岩委員。

○奥岩委員 これ１期前のところでもいろいろとあったと思うんですけど、第１６条第２

項を先にさせていただいてるんですけど、ちょうど今、これ検証中ですよっていうところ

で、今城委員、中田委員がおっしゃっておられたとおり、前回の分を対象としてここで評

価をするっていうのであればＡでしょうし、今回の分を対象としてっていうふうに考える

のであればっていうことで、対象外とさせていただいております。

○戸田委員長 対象外で変わりませんか。

（「そこの認識を。」と今城委員）

（「そこで今回どうされる。」と中田委員）

（「認識をどうするかってことですね。」と今城委員）

奥岩委員。

○奥岩委員 そういうことで、前回の分を対象にするんであればＡとさせていただきたい

ですし、今回の分を対象とするんであれば対象外ということにさせていただきたいと思い

ます。

それは第１６条第２項のほうでも、同じような考えで、対象外とさせていただいており

ます。

○戸田委員長 岩﨑委員。

○岩﨑委員 条文を見て、現在進行中の検証をこれから今は入ってるんだという認識だっ

たんです。事務局から提出のあった実績のところも対象外となっておりまして、対象外で

いいんだろうと思っておりました。ただし、今、話が出たように、前回は確かにきちんと

ホームページにもアップしています。ということであれば、確かにＡなんだろうなという

ふうに思います。以上です。



－20－

○戸田委員長 なら、Ａですか。

○岩﨑委員 はい。

○戸田委員長 Ａでいいですか。

○岩﨑委員 はい。

○戸田委員長 錦織委員さん。

○錦織委員 事務局のほうが書いてたところ、実績のところ、欄が横棒になってまして、

そういう、今回のことを入れるっていうんだったら、まだ検証中ということなんで、どう

いうふうな取扱いにするんでしょうかねって。それによってちょっと違うかもしれません

し、よなご・未来さんが、市民からの意見を募る必要があるっていうことは、それもあり

かなというふうには思います。ただ、それはそうとしても、Ａもしくは対象外かなという

ふうには思います。

○戸田委員長 中田委員。

○中田委員 この資料で、冒頭、実績というところで括弧書きで、令和４年７月１日以降

っていうことで、実績に基づいて評価をしてきたっていうことだと思うんですね、基本的

に、時間軸としては。そうすると、そこに合わせて物事を考えればいいんではないかと思

うんですね。

○戸田委員長 ということで、皆さん、ほかに御意見はありませんか。

塚田委員はありませんか。

○塚田委員 ないです。

○戸田委員長 いいですか。

○塚田委員 はい。

○戸田委員長 今、検証しとるというような状況下の中を踏まえれば、Ａ評価ではないか

という御意見でございますが、皆さん……。

（「いや、今、検証中。」と声あり）

検証中だったな。

（「対象外。」と中田委員）

対象外だな。ごめんなさい。

対象外ということで意見をまとめさせていただいてよろしいですか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、第１６条第１項については、検証対象外ということにしたいと

思います。

長い時間ありがとうございました。あとはなかったんじゃないかな。

あとは、付言事項についてまた皆さん方と御相談させていただければというふうに思い

ます。

じゃあ、基本条例の検証については以上で終わりたいと思います。

（「ありがとうございました。」と今城委員）

次に、本日はここまでで進めさせていただきましたが、次回の日時は後日連絡させてく

ださい。御了承くださいませ。

それでは、委員の皆様から何かございますか。

〔「なし」と声あり〕
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○戸田委員長 事務局から何かございますか。

毛利事務局長。

○毛利事務局長 すみません、１点御報告をさせてください。令和７年９月１６日に発生

いたしました委員会室、こちらの委員会室においての録画システムの不具合について御報

告を改めていたします。メールでも御報告をしたんですけれども、９月１６日９時３０分

頃に不具合というのを職員が確認しまして、当日の昼休憩中に対処をしまして、復旧をし

たということでございます。また、当日、委員会終了後には、保守契約事業者によって点

検を実施して、機器等の確認を行った次第でございます。

この不具合によって、当日行われました予算決算委員会総務政策分科会の午前中の委員

席の画像が録画できずに、音声のみの記録となったということになります。委員会状況の

配信に当たっては、委員側と執行部側、こちらの２種類の画面が同時に表示されていると

いう状況なんですけれども、当該日時において執行部側画面のみの画像となり、音声のみ

の配信となっております。

この原因については、事業者から、操作卓の近くを歩かれた方がケーブル類に触れてし

まったのではないか。そして、カメラを接続するケーブルの接触不良が起きた可能性があ

るという報告を受けているという状況でございます。

報告については以上でございます。

○戸田委員長 事務局の説明は終わりました。

この件については、広報広聴委員会において今後の対応等を御協議いただくということ

にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 よろしくお願いします。

次に、事務局、毛利事務局長。

○毛利事務局長 もう１点、議場の空調設備に係る報告をさせていただきたいと思います。

９月定例会中、議場内において空調が十分に効かなくなったという件がございました。こ

ちらのほうの庁舎管理をしております総務管財課のほうと確認を取ったところでございま

すが、空調設備の老朽化というのがやはり一番の部分であって、設備の能力というのが低

下している上、猛暑日が続いたというのが原因ではなかろうかということでございます。

この空調設備、一括空調なんですけれども、更新は庁舎の大規模改修時に実施予定という

ことになってございます。当面の対応としては、現空調設備のほかに、補完的な空調設備

を追加設置、これをするということで現在検討を始めまして、業者による見積りというの

を依頼しております。実際に９月の定例会中にも２回、本会議場の見積り確認を実施して

いるところでございます。

今、現在、見積り中でございますんで、またこの結果が出次第、状況を報告させていた

だきたいということに併せて、１２月定例会におきましては、時期的に暖房という形にな

ると思います。これは、管理のほうとして、総務管財課のほうは、現在の空調設備能力で

対応可能であろうということでございます。切替えが必要になりますので、切替え点検を

行って確認をする予定としているところを併せて申し添えますということで、御報告をさ

せていただきます。

○戸田委員長 事務局から報告がありましたが、何か御意見ありますか。
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〔「なし」と声あり〕

○戸田委員長 正副議長、何かございますか。

〔「特にありません。」と岡田議長〕

○戸田委員長 それでは、以上をもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。

午後２時２７分 閉会

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。

議会運営委員長 戸 田 隆 次


